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第 ７ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年７月１９日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局２階大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  2野田
の だ

 久
ひさ

忠
ただ

・3太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・4 眞
ま

弓
ゆみ

 純一
すみかず

・5赤塚
あかつか

  薫
かおる

 

6青木
あ お き

 正司
しょうじ

・7伊藤
い と う

 征一
せいいち

・9奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・11後藤
ご と う

  勝
かつ

 

13阪
さか

  芳一
よしいち

・17牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

・18増地
ま す じ

 和久
かずひさ

・19村
むら

治
じ

 隆史
た か し

 

23清水
し み ず

  清
きよし

・24中林
なかばやし

 長一
ちょういち

・41西口
にしぐち

 正國
まさくに

・47田中
た な か

 千
かず

福
よし

 

以上１６名 

 

欠 席 委 員  14 清水
し み ず

 文
ぶん

兵衛
べ え

 

 

出席部会員外委員  会長 野田
の だ

 悟
さとる

 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・竹田主事 

 

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平主査 

 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査 

 

議 事 録 署 名 者  9奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・13阪
さか

 芳一
よしいち

  

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 時効取得による所有権の移転について 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移 

       転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有 

       権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・使用 

       貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第７回第１農地部会を開会させていただきます。 

       本日の出席は１６名、欠席１名。出席１６名で本部会は成立をいたします。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名をさせていただきます。９番、

奥山さん、１３番、阪 芳一さん、よろしくお願いいたします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告等に入ります。 

       報告第１号から報告第６号まで、事務局から一括して報告をお願いいたしま

す。それでは、事務局よろしく。 

 

事務局    はい。議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から９まで、件数は９件。合計面積１５，８２８㎡で、その内訳は、

田が１５，０１１㎡、畑が８１７㎡であります。 

       これらにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意

に基づき解約をいたしたものでございます。 

       ２ページから４ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       これらにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数は４

件、合計面積は３６，１５１．２４㎡、内訳としまして、田が３１，５０３．

２４㎡、畑が４，６４８㎡でございます。いずれの案件もあっせん等の希望は

ございません 

       ５ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、地区 橋北、届出者     、届出地 上浜町５丁目   番、

台帳地目 田、現況地目 宅地、面積３４０㎡。 

       これにつきましては、届出者は、平成１２年３月に届出地に居宅を新築して

しまったものであります。始末書の提出がありますので、追認しようとするも

のでございます。 

       番号２、地区 神戸、届出者     、届出地 半田稗原   番、台帳

地目 田、現況地目 雑種地、面積１００㎡、外１筆で合計４０３㎡。 

       これにつきましては、届出人には、届出地を１８台分の駐車場として利用し

ようとするものです。なお、届出地につきましては、埋め立ての上、資材置き

場として建設業者に貸している時期がありましたが、始末書が添付されており

ますので、追認しようとするものであります。 

       以上、件数は２件、合計面積は７４３㎡で、その内容は、田でございます。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地 藤方小八

木田   番、台帳地目・現況地目とも田、面積４２㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、２台分の駐車場を
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設置しようとするものです。 

       番号２、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

小森町向山   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２４６㎡。 

       これにつきましては、届出者は、建築面積６０㎡の木造瓦葺き２階建て、居

宅兼店舗１棟を建築し、６台分の駐車場を設置しようとするものです。 

       番号３、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

小森町中山   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１８６㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、軽量鉄骨造２階建

て、建築面積５７．９６㎡の住宅１棟を建築しようとするものです。 

       番号４、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

小森町向山   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積５０３㎡、外４筆で合

計２，００６㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、７区画の分譲住

宅、宅地分譲しようとするものです。 

       以上、件数は４件で、２，４８０㎡、内訳は田が４２㎡、畑が２，４３８㎡

でございます。 

       ７ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、地区 豊津、借り人     、貸し人     、届出地 河芸

町中別保浦   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３９５㎡、外１筆で合

計４２０㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より届出地を使用貸借し、軽量鉄骨造

２階建て６２㎡の一般住宅を建築しようとするものです。 

       番号２、地区 上野、借り人     、貸し人     、届出地 河芸

町中瀬西山   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２０８㎡、外３筆で合

計１，６３４㎡。 

       これにつきましては、届出人兼使用借り人は、使用貸人より届出地を使用貸

借し、木造２階建て建築面積４２９．２７㎡の長屋住宅を建設しようとするも

のです。 

       以上、件数は２件で、２，０５４㎡、その内容は畑でございます。 

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第６号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

      番号１、地区  安西、受人      、面積２７，６２２㎡、渡

人     、面積８０，８２４．３㎡、申請地 芸濃町岡本八之坪   番 

台帳地目 田、面積５２㎡、取得年月日 昭和５９年３月１７日。 

       これにつきましては、権利者から事情聴取しましたところ、権利者は、奥の

田２筆へ機械が入らず困っていたところ、隣地の所有者である義務者の同意の

上、進入路兼畦畔として占有し管理しております。 

       以上、件数は１件で、５２㎡、内容は田でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局より説明があったとおりでございま

す。それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 
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事務局    はい。９ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区  安東、受人      、面積９，０９５㎡、渡

人     、面積３，７３９．８６㎡、申請地 北河路町堀田   番、台

帳地目・現況地目とも田、面積３，１２５㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より公共用事業用地の代替地として申請地

を譲り受け、営農を継続しようとするものです。 

番号２、地区  安東、受人      、面積１２，７９０㎡、渡

人     、面積３，２０９㎡、申請地 北河路町荒掘   番、台帳地

目・現況地目とも田、面積２，７３２㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より公共事業用地の代替地として申請地を

譲り受け、営農を継続しようとするものです。 

番号３、地区  雲出、受人      、面積２４，３９５㎡、渡

人     、面積２，７０４㎡、申請地 雲出長常町圦口   番、台帳地

目・現況地目とも田、面積２，７０４㎡。 

       これにつきましては、受人の祖父の死亡により、申請地を受人の父と叔父の

家族である渡人と共有で相続し、受人の家が使用収益を行っていましたが、渡

人の要望で父の死亡を機に受人の家に贈与により返還しようとするものです。 

番号４、地区 高野尾、受人     、面積１１，４０３．３㎡、渡

人     、面積７１４㎡、申請地 高野尾町下り町   番、台帳地目・

現況地目とも田、面積４６３㎡。 

       これにつきましては、受人は高齢で労働力不足の渡人より申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

番号５、地区 高宮、受人     、面積１０，４６１．４２㎡、渡

人      、 面 積 ６ ， １ ４ ６ ． ９ １ ㎡ 、 申 請 地  美 里 町 足 坂       

東之垣内   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積４８９㎡。 

       これにつきましては、受人は高齢で労働力不足の渡人より自作地の隣にある

申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号６、地区  辰水、受人      、面積５，５２９㎡、渡

人     、面積２，５８７㎡、申請地 美里町家所南之内   番、台帳

地目・現況地目とも畑、面積９６㎡、外１筆で面積２０５㎡。 

       これにつきましては、受人は遠方に居住し耕作が困難な渡人より昭和４９年

に売買契約を済ませ申請地を譲り受け畑として利用しておりますが、登記手続

が未了となっているものであります。 

番号７、地区  辰水、受人      、面積９，１７１㎡、渡

人     、面積９，１７１㎡、申請地 美里町家所楳田   番、台帳地

目・現況地目とも畑、面積３３８㎡、外１筆で合計６６１㎡。 

       これにつきましては、受人は高齢で営農が困難な渡人より申請地の生前一括

贈与を受け、自家消費用の野菜等を作付しようとするものです。 

       以上、件数は７件で、１０，３７９㎡、その内訳は、田が９，０２４㎡、畑

が１，３５５㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に

影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

       １番、２番、安東。 

 

太田委員   はい、３番 太田です。これは、今の説明のとおり公共事業といいますの

は、    ということのための駐車場用地ということで、７筆の田んぼの中

の代替地としての調整でございますので、何ら問題ございません。よろしくご

審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   ３番、雲出。 

 

奥山委員   ９番 奥山です。事務局の説明どおりでして、何ら問題ありませんのでよろ

しくお願いします。 

 

議  長   ４番、高野尾。 

 

赤塚委員   ５番 赤塚です。この譲り受け人の    さんは、譲り渡し人の  さん

の田を既に小作しておりますので、何ら問題ないと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

議  長   ５番、高宮。 

 

村治委員   はい、１９番 村治です。この件につきましても、事務局の説明どおり何ら

問題ございませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ６番、７番、辰水。 

 

村治委員   はい、１９番 村治でございます。この件につきましても、１２日に立会い

もしましたけれども、何ら問題もございません。７番につきましても、生前一

括ということで事務局の説明どおり何ら問題ございませんので、それでよろし

くお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第１号については許可することに決定をい

たします。 

 次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）ですが、この案件に関しましては、西口委員に関係する案

件でございますので、農業委員会等に関する法律第２４条の議事参与の制限に

該当しますので、西口委員の一時退席をお願い致します。 

 

西口委員   すみません。よろしくお願いします。 
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議  長   それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    それでは、１０ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 櫛形、借り人  、恐れ入りますが、議案書に    を

記入をお願いいたします。面積０㎡、貸し人     、外７人、面積３７４

㎡、申請地 分部   上頭   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，

４４７㎡、外６筆で合計１２，８５０㎡。これにつきましては、借り人は貸し

人より申請地を賃貸借し、水稲苗を   へ安定供給するための育苗ハウス用

地として利用しようとするものです。 

       以上、件数は１件で、１２，８５０㎡、その内容は田でございます。この案

件は、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満た

していると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

それでは、地元委員さんの意見を伺います。櫛形。 

 

野田悟委員  事務局の説明どおり何ら問題ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言が

ございました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号については

許可することに決定をいたします。 

西口委員入室して下さい。 

       それでは、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可）、よろしくお願いいたします。 

 

事務局    １１ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）、でございます。 

番号１、地区  一身田、申請者      、申請地  一身田豊野     

へノ坪   番、台帳地目 田、現況地目 山林、面積４０３㎡。 

       これにつきましては、申請者は高齢で、申請地は山間で管理ができないため

平成１７年頃より山林になってしまったもので、今後においても農地への復旧

ができないものです。始末書の提出がありますので、追認しようとするもので

ございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１件、面積４０３㎡、その内容は田でございます。農地法第４

条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えま

す。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 



 7 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       それでは、地元委員さんの意見を伺います。一身田。 

 

青木委員   ６番 青木です。先日、現地確認へ行っていただきましてありがとうござい

ました。見てもらったとおり、道もなし山に囲まれて、もう植林されておりま

すので、もう仕方ないと思いますので、よろしくお願います。 

 

議  長   はい、地元委員さんからは、今のような発言がございました。皆さんいかが

でございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号について許

可することに決定をいたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    １２ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 黒田、受人     、渡人     、申請地 河芸町北

黒田広田   番、台帳地目 田、現況地目 畑、面積１９１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を贈与により譲り受け、造成工

事を施し、隣地駐車場と一体利用で自己の家族と近隣所有者の駐車場として利

用しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町五

百野中之郷   番、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積８８３㎡、外１

筆で合計１，１６３㎡。 

       これにつきましては、受人は、造園業及び盆栽の市を行うため平成１６年に

妹と共同出資で申請地の隣地を購入し、事務所兼倉庫を建築しました。平成１

９年より渡人より申請地を借り受け、盆栽を置いたり植木の仮植えに使用し資

材置き場として利用しているものです。始末書の提出がありますので、追認し

ようとするものでございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で、１，３５４㎡、その内訳は、田が１９１㎡、畑が１，

１６３㎡でございます。いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しな

いため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい。これは１番、黒田。 

 

阪委員    はい、１３番 阪。先ほど事務局の方が言われたとおり、特に問題ないと思

います。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい。２番、高宮。 

 

村治委員   はい、１９番 村治でございます。先日１２日の事務局、会長、現場視察あ

りがとうございました。現場も見てもらったとおり何ら問題ないと思いますの
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で、ひとつよろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言が

ございました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号については

許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    １３ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 大里、借り人     、貸し人     、申請地 大里

睦合町西垣内   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積８９３㎡の内４４３

㎡。 

       これにつきましては、借り人は現在、貸し人と同居しておりますが、子供の

成長により手狭になったため、申請地を使用貸借し、一般住宅用地として農家

の分家住宅を建設しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されま

す。 

       以上、件数は１件で、４４３㎡、その内容は畑でございます。農地法第５条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えま

す。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい。１番、大里でございます。 

       先月の１２日に会長、それから委員さんも来てもらいまして、現地を見てい

ただきましたら、異議のないということでございますので、よろしくお願いい

たします。 

        

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号について許可することに決定いたし

ました。 

       続きまして、議案第６号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いい

たします。 

 

事務局    １４ページをお願いいたします。 

       議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区  草生、願出者     、申請地  安濃町草生天神前   

番、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積１４０㎡、外３筆で合計４４１㎡。 

       これにつきましては、願出者の祖父の代より６０年以上竹林の状態であり、

昭和６３年に国土地理院が撮影した空中写真撮影記録証明が添付されており、

これらの物件が確認されますことから、２０年が経過していると判断されま
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す。 津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第３号の規程によ

り、植林等をすることで、当該土地が農地以外に供され２０年以上経過してい

る要件に該当しております。 

番号２、地区  草生、願出者     、申請地  安濃町草生八幡前   

番、台帳地目 田、現況地目 山林、面積１９５㎡、外１筆で合計５２０㎡。

これにつきましても番号２と同様でございます。 

       以上、件数は２件で、９６１㎡、その内訳は、田が１９５㎡、畑が７６６㎡

でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

       草生、１番、２番。 

 

清水委員   ２３番 清水です。去る１２日に農業委員４人で現地確認をしてきました。

見たらもう山林で、許可しても問題ないと思ってますので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   はい。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいか

がでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第６号について、証明することに決定をい

たします。 

       次に、別紙でお配りしました、議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８

条の規定による農用地利用集積計画の決定について、事務局の説明をお願いい

たします。 

 

事務局    はい。議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いいたします。 

       表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       まず、各地区別に、一番下の合計欄でご説明いたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借合わせ１４，５３２㎡で、件

数は１２件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借が７，８６７㎡で、件数は１件でござ

います。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借合わせ１７，３９９．９１

㎡で、畑の賃貸借と使用貸借合わせて１，７８４．１㎡で、件数は６件でござ

います。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借合わせ３，８２２㎡で、件

数は２件でございます。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借合わせ１０，３３０㎡で、

件数は４件でございます。 



 10 

       香良洲地区につきましては、今回集積はございません。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて５３，９５０．９１

㎡で、畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて１，７８４．１㎡で、総合計

は２５件５５，７３５．０１㎡となっております。 

       認定農業者への集積状況は、９件で１８，９４１㎡となっております。な

お、内訳は、計画の概要のとおりでございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。皆さんいかがでございましょうか。会長どう

ですか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。異議なしという返事がございましたので、それでは異議なし認め、議

案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画

の決定について、適正であると認め、市長に進達することにいたします。 

 これで、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で第７回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

                              午前１０時４０分 

 

上記は、第７回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２４年７月１９日 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                      出席委員              


